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１．告知非該当事由の不問化拡大 

No. 告知非該当事由 査定判断 主な疾患例 備考／不問経緯 

１ ５年超の当社歴・クレーム歴 
不問 

※一部例外あり 
（Ｐ.４の表を参照） 

主な疾患例はＰ.３の表を参照 

２ 
 ２年超の健康診断・人間ドックでの

指摘 
一律不問 

（例）３年前の定期健康診断にて
肝機能検査で指摘を受けた 

告知非該当事由
につき不問 

３ 
 健康診断結果表・人間ドック成績表
に記載の経過観察指摘所見 

一律不問 
 
 
 
 

（例）１年前の定期健康診断にて
胃ポリープを指摘され１年に１回
の経過観察を指示された 

告知非該当事由
につき不問 

  告知非該当事由でも査定対象としていた、５年超の当社歴・クレーム歴（※）、 
  ２年超の健康診断・人間ドック指摘および経過観察所見を不問としました。（※一部例外あり） 

■告知義務のない事由を査定対象としており、お客さまからの納得感を得ることが困難でした。 

⇒上記理由より、上記の告知非該当事由について不問としました。  
改定理由 

■不問とした告知非該当事由 
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※ただし、血液検
査結果や血圧値
などの数値は、判
定区分に関わらず
数値で査定 



１．告知非該当事由の不問化拡大 

以下の疾患は、従来全期間査定対象としていたが、当社歴やクレーム歴から５年経過した場合、
告知に該当しないことを前提に不問とした一部疾患例です。 

カ行 高脂血症 心筋炎 唾液腺腫瘍（顎下腺） 肺嚢胞 網膜中心動脈閉塞症 

川崎病 甲状腺機能低下症 心室中隔欠損症 唾液腺腫瘍（耳下腺） 橋本病 網膜動脈分枝閉塞症 

肝機能障害 高尿酸血症 真珠腫性中耳炎 唾液腺腫瘍（舌下腺） 貧血（原因不明） ヤ行 

関節リウマチ サ行 振戦 多発性神経線維腫症 浮腫 溶剤中毒 

乾癬 サルコイドーシス 心肥大 ＷＰＷ症候群 不整脈 ラ行 

眼底出血 シェーグレン症候群 心房中隔欠損症 中枢性顔面神経麻痺 ベーチェット病 リウマチ様関節炎 

肝嚢胞 色素性乾皮症 水腎症 痛風 扁平苔癬 リンパ節腫 

急性腎不全 耳硬化症 睡眠時無呼吸症候群 てんかん（癲癇） マ行 レイノー症候群 

強皮症 視神経炎 頭痛 天疱瘡 慢性甲状腺炎 レックリングハウゼン病 

金属、化合物による
中毒 

縦隔腫瘍 成人スティル病 ナ行 慢性進行性多発性関節炎 

高血圧症 重症筋無力症 全身性エリトマトーデス 難聴 網膜出血 

膠原病 硝子体出血 喘息 熱性けいれん 網膜静脈分枝閉塞症 

好酸球性肺炎 掌蹠膿疱症 タ行 ハ行 網膜中心静脈閉塞症 

■５年超不問となった重篤疾患・慢性疾患例 

※上記疾患以外にも不問とした疾患はあります。 
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１．告知非該当事由の不問化拡大 

以下の疾患は、告知日からの経過期間にかかわらず全期間引受不可または条件がつく疾患（※）です。 
※ 「がん」、「保険金・給付金の支払実績の多い疾患群」、「一部重篤疾患」  

■＜例外＞告知非該当事由を問うケース 

【要注意】上記疾患以外にも告知非該当事由を問う疾患はあります。 

ア行 黄斑変性症 血友病 上皮内癌（子宮） 精巣癌 糖尿病（Ⅰ型） パーキンソン病 
慢性アルコール 

中毒 

IgA腎症 カ行 限局性腸炎 上皮内癌（大腸） 舌癌 糖尿病（Ⅱ型） 肺癌 慢性気管支炎 

悪性黒色腫 潰瘍性大腸炎 好酸球増加症 上皮内癌（皮膚） セミノーマ 動脈硬化症 肺気腫 慢性腎炎 

悪性絨毛上皮腫 覚醒剤中毒 好酸球増加症候群 上皮内癌（膀胱） 先天性股関節脱臼 ナ行 肺梗塞 慢性腎不全 

悪性貧血 
家族性高コレステ
ロール血症 

甲状腺癌 食道癌 前立腺癌 肉腫 肺線維症 慢性膵炎 

悪性リンパ腫 肝硬変 
後天性免疫不全 

症候群 
食道静脈瘤  躁うつ病 乳癌 肺塞栓 メラノーマ 

アミロイドーシス 間質性肺炎 喉頭癌 心筋梗塞 躁病 ネフローゼ症候群 白血病 網膜色素変性症 

アルコール依存症 肝腫大  肛門癌 心筋症 タ行 脳血栓 バンチ症候群 モヤモヤ病 

アルコール性肝炎 肝腫脹 骨腫 
進行性筋ジストロ

フィー 
大腸癌 脳梗塞 

B型肝炎ウィルス
キャリア 

ヤ行 

胃癌 冠状動脈硬化 骨髄異形成症候群 腎臓癌 大動脈瘤 脳出血 B型慢性肝炎 薬剤性肝障害 

胃静脈瘤 肝臓癌 サ行 心臓弁膜症 ダウン症候群 脳腫瘍（下垂体腺腫） 脾腫 薬物中毒 

一過性脳虚血発作 肝肥大 
再生不良性 
（不能性）貧血 

腎嚢胞 多発性硬化症 脳腫瘍（髄膜腫）  皮膚癌 溶血性貧血 

咽頭癌 冠不全 Ｃ型肝炎 深部静脈血栓症 胆管癌 脳腫瘍（星細胞腫） 非ホジキンリンパ腫 ラ行 

ウィルソン病 狭心症 子宮癌  心房細動 胆嚢癌 脳動静脈奇形 ファロー四徴症 卵巣癌 

うつ病 筋萎縮性側索硬化症 子宮頸癌 心房粗動 膣癌 脳動静脈瘻 膀胱癌 緑内障 

エイズ くも膜下出血 自閉症 膵臓癌 直腸癌 脳動脈瘤 ホジキンリンパ腫   

HBVキャリア クローン病 絨毛癌 水頭症  鉄欠乏性貧血 嚢胞腎 マ行   

エコノミークラス症候群 
血栓性血小板 
減少性紫斑病 

上皮内癌（胃） スモン 統合失調症 ハ行 麻薬中毒   
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２．部位不担保年数の整理 

    ※「緑内障・治療中」のように不担保期間が終身となる疾患や状態などは対象外となります。 
   ※一般的な治療内容でない場合等には原則と異なる条件となるケースもあります。 

■全治後や受診開始後等からの経過年数に関わらず不担保年数を一定（５年等）としていた 
■経過年数に関わらず部位不担保年数が同一であることについて、お客さまからの納得感が 
   得られませんでした。 

⇒お客さまへの説明や理解を得ることが困難であったため、改定により課題解決 
     を図りました。 

改定理由 

疾患名 適用条件 
改定前 改定後 

適用条件 医療 適用条件 医療 

 
子宮筋腫 

未治療・経過観
察中・治療中 

手術 
なし 

発見後 

２年以内 

不担保 
（１９番５年・ 
３８番５年） 

受診開始 

１年以内 
不担保 

（１９番５年・ ３８番５年） 

１年超  
２年以内 

不担保 
（１９番４年・ ３８番４年） 

２年超５
年以内 

２年超  
３年以内 

不担保 
（１９番３年・３８番３年） 

３年超  
４年以内 

不担保 
（１９番２年・ ３８番２年） 

５年超 ○ 
４年超  
５年以内 

不担保 
（１９番１年・ ３８番１年） 

５年超 ○ 

  部位不担保年数を全治後等からの経過年数により原則階段形式へ変更しました。 

■部位不担保年数の階段形式の変更例 
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■以下の疾患で治療歴がある場合 

３．健康体料率適用の拡大 

高血圧症 

高脂血症 

治療によって適切に数値がコントロールされていれば、 

  「高血圧症」、「高脂血症」で治療歴がある場合でも、治療によって適切に数値が管理され
ていれば非喫煙者健康体または喫煙者健康体料率の適用を可とします。 

治療中でも非喫煙者健康体または喫煙者健康体
料率適用可とします。 

従来、 ＢＭ Ｉ ・ 血圧値が健康体料率範囲内でも非喫煙者標準体料率までしか適用できませ

んでした。 

⇒治療により適切に数値が管理されていれば選択効果期間内で支払い発生率
の差が少ないことから、治療中でも非喫煙者健康体または喫煙者健康体料率適
用可としました。 

改定理由 

※ＢＭＩ、血圧の数値が健康体料率適用範囲内であることが前提です。 
※治療コントロールできていても、一般的な治療内容でない場合や他の告知等から健康体料率適用不可となる 
     ケースもあります。 
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■医師扱で以下の疾患で治療歴がある場合 

４．医的資料提出要件の緩和 

高脂血症 

高尿酸血症 

貧血 

直近の測定値の確認は告知のみで可とします。 
 
※左記の疾患以外では資料提出を求める場合もあります。 

＜診査報状・一部抜粋＞ 

医師扱において治療歴のある「高脂血症」、「高尿酸血症」、「貧血」について、直近の数値
確認方法を健康診断結果表または治療先の検査結果の提出から告知のみで可とします。 

＜イメージ拡大＞ 
※「高脂血症・脂質異常症」「高尿酸血症・痛風」「貧血」の場合、 
     直近の測定値と測定時期をご記入ください（「記入例参照」）。 
※「糖尿病」の場合、インスリン治療の有無を必ずご記入ください。 
※手術ありの場合、手術名・術式を必ずご記入ください。 
※全治の場合、全治年月を必ずご記入ください。 

■告知いただく際の注意点 

   診査報状にも測定時期、数値の記載が必要な旨明記していますが、これらの疾患の治療歴
があるお客さまについては事前に直近の数値記載があるデータを確認のうえ、診査時にもれ
なく告知いただくようご案内をお願いいたします。数値等の告知がない場合には追加告知の不
備となります。 

   ※診査報状改定案内により嘱託医へ「注意喚起情報チラシ」を送付。 

注意点 
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５．個別疾患の見直し 

【１】「不備削減」「告知のしやすさ」の観点から査定標準（基準）を変更した疾患 
   以下の疾患について、告知書詳細記入欄にあらかじめ記載されている項目だけで 
   査定が完了できるように査定標準（基準）を変更しました。 

疾患名 確認不要とした項目 

脂肪腫 手術予定の有無 

ポリープ 発見された経緯 

子宮頸部異形成 詳細な検査結果（クラスなど） 

網膜剥離・網膜裂孔・黄斑円孔・ 
黄斑前膜・硝子体剥離 

原因 

ドライアイ 手術予定の有無 

アトピー性／アレルギー性皮膚炎 顔面症状の有無 

喘息 最終発作年月 

貧血 原因 ※告知書に記載あるが不備が多いため 

痛風 
痛風発作回数と直近発作年月  
※告知書に記載あるが不備が多いため 

疾患の中には、告知書詳細記入欄にあらかじめ記載されている項目に加えて、さらに詳細な
情報の告知を必要としているものが多数ありました。 

⇒告知するのが難しかったり、不備となるケースが多いため、 「告知のしやすさ」  
     「不備削減」の観点から、一部疾患について、査定標準（基準）を変更しました。 

改定理由 

※上記疾患以外では詳細な情報の告知を求めることもあります。 
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疾患名 適用条件 

改訂前 改訂後 

普通
死亡 

特定
疾病 

医療 
が
ん 
介
護 

普通
死亡 

特定
疾病 

医療 
が
ん 
介
護 

逆流性食道炎 
食道裂孔ヘルニア 

未治療・経過観
察中・治療中 

手術なし ○ × 
不担保 
（7番5年・ 
8番5年） 

× ○   ○ ○ 
不担保 
（7番3年） 

○ ○ 

甲状腺機能亢進症 
バセドウ病 

経過観察中・治
療中 

手術なし 
治療開始 
１年未満 

特P 特P × ○ ×   

○ ○ 
不担保 
（6番3年） 

○ ○ 
経過観察中・治

療中 
手術なし 

治療開始 
１年以上 

削減 × 
不担保 
（6番5年） 

○ ○   

睡眠時無呼吸症候群 
未治療・経過観
察中・治療中 

手術なし ＣＰＡＰあり 削減 × × ○ × ○ ○ 
不担保 
（5番5年） 

○ ○ 

月経異常 
生理不順 

未治療・経過観察中・治療中 ○ ○ 
不担保 
（45番5年） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

子癇 
妊娠高血圧症候群 
妊娠中毒症 

全治 分娩後 

全治後 
１ヶ月以内 

× × × ○ × × × × ○ × 

全治後１ヶ月超 
１年以内 

削減 × 
不担保 
（38番5年） 

○ ○ ○ ○ 
不担保 
（38番5年） 

○ ○ 

５．個別疾患の見直し 

【２】査定標準（基準）を緩和した疾患 
  要望の多かった一部疾患について査定標準（基準）を緩和しました。 
  お客さまに説明しやすい、納得感のある査定標準（基準）へ変更しました。 

※上記疾患以外にも査定標準（基準）を緩和した疾患はあります。※適用条件は新引受のめやすを元に作成しています。 

女性に多い疾患 
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５．個別疾患の見直し 

【３】「引受のめやす」に掲載できるようになった疾患 
  医的引受照会にて照会の多かった以下の一部疾患について「引受のめやす」に追加掲載しました。 
  目安についての回答時間の短縮を目的としています。 

疾患名 適用条件① 
適用条件
② 

適用条件③ 
普通 
死亡 

特定 
疾病 

医療 がん 介護 

乳腺のう胞 
未治療・経過観察
中・治療中 

手術 なし 受診開始 
１年以内 ○ × 不担保（21番5年） × ○ 

１年超 ２年以内 ○ × 不担保（21番4年） × ○ 

子宮頸部異型上皮 
子宮頸部異形成 

未治療・経過観察
中・治療中 

手術 
なし 受診開始 

２年以内 × × × × × 

２年超 削減 × 不担保（19番3年） × ○ 

あり   × × × × × 

適応障害 

未治療・経過観察
中・治療中  

  × × × ○ × 

全治 入院 なし 全治後 
１年以内 × × × ○ × 

１年超３年以内 特Ｐ 特Ｐ × ○ × 

飛蚊症 
未治療・経過観察
中・治療中 

  特高 特高 不担保（1番終身） ○ × 

月経前症候群 
未治療・経過観察
中・治療中 

入院 

なし   ○ ○ ○ ○ ○ 

あり   仮査定 仮査定 仮査定 仮査定 仮査定 

■追加掲載疾患 
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疾患名 適用条件① 
適用条件
② 

適用条件③ 
普通 
死亡 

特定 
疾病 

医療 がん 介護 

チョコレートのう胞 
未治療・経過観察
中・治療中  

○ ○ 不担保（45番5年） ○ ○ 

変形性頸椎症 
変形性腰椎症 

未治療・経過観察
中・治療中 

手術なし ○ ○ 
不担保 

（該当部位5年） 
○ × 

頸椎症性脊髄症 
頸椎症性神経根症 

未治療・経過観察
中・治療中 

  ○ ○ 不担保（23番5年） ○ × 

肩こり 入院 

なし     ○ ○ ○ ○ ○ 

あり     仮査定 仮査定 仮査定 仮査定 仮査定 

切創（切傷） 
裂創（裂傷） 
擦過傷 

未治療・経過観察
中・治療中 

手術なし   ○ ○ ○ ○ ○ 

多汗症 手術 
なし     ○ ○ × ○ ○ 

あり     ○ ○ ○ ○ ○ 

冷え性 全期間     ○ ○ ○ ○ ○ 

※引受のめやすの一部抜粋です。削除している部分があるためお客様への案内には使用しないでください。 

５．個別疾患の見直し 11 



告知書改訂 

＜告知書（一般用）新帳票＞ 

③ 

① 

② 

⑤ 

   不備が多い、お客さまに誤認されやすい等の理由から告知書の一部を改訂しました。 
   改訂内容は以下のとおりです。 

④ 

④ 
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告知書改訂 

＜告知書（限定告知医療用）新帳票＞ 

③ 
④ 

13 



告知書改訂 

項目 改訂のポイント 

① 質問事項１の
質問内容 

② 
「高尿酸血症・
痛風」「貧血」
の詳細欄 

③ 
詳細A欄の受
診開始時期欄 

 

「健康診断・人間ドック（再検査・精密検査も含む）」「異常指摘を受けな
かったコンタクトレンズ処方時の検診・乳幼児健診・妊婦健診（正常妊
娠）」を質問事項１から除外 

    

「痛風発作回数」「直近発作年月」「原因」   の記入欄を削除 

＜改訂前＞ ＜改訂後＞ 

    不備削減、告知のしやすさの観点から査定標準（基
準）を変更し、告知記入欄も改訂しました。 

改訂理由 

＜改訂前＞ ＜改訂後＞ 

「受診開始時期」へ一本化 

14 



告知書改訂 

項目 改訂のポイント 

④ 
詳細A欄の現
在の状況欄 

＜改訂前＞ ＜改訂後＞ 

■「自らの判断で治療中断」は「治療中」と同様の査定評価としていた 
■一方で、上記「２」のようなケースも「自らの判断で治療中断」と誤認し告 
    知されるケースが多かった 

⇒お客さまにとって正しい告知ができるよう、分かりやすい選択 
     肢に改訂しました。 

改訂理由 

医師から再診を指示されるも再診しなかった→「経過観察中」に○ １ 

医師から症状が治まったら再診不要と言われ、症状が治まったので再診 

しなかった→「全治」に○ 
２ 

「自らの判断で治療中断」の選択肢を現在の状況欄から削除。 

■告知のポイント 
自らの判断で治療中断した場合は、以下のとおり判断のうえ告知してください。 

※上記の変更に伴い、第２項の注意文言を変更。 

15 



項目 改訂のポイント 

⑤ 
質問事項４の
再・精密検査
結果欄 

告知書改訂 

再・精密検査結果をお客さまが正しく選びやすいよう、５択から２択へ変更。 

■告知のポイント 

再・精密検査の結果、「今後、診察・検査（経過観察）・治療のいずれも必要なし」 

と診断された場合は具体的な検査内容や結果は問わず、原則不問とします。 
１ 

再・精密検査の結果、「今後、診察・検査（経過観察）・治療 のいずれかひとつで
も必要」と診断 された場合のみ、査定対象とします。 

２ 

     不問査定 
現行の「異常な
し」にあたる。 
これ以上詳細は
問わずに不問と
する。 

     査定対象 
ここに該当する
場合のみ、結果
について詳細を
求める。 

29     6 

乳腺超音波検査 

しこりの指摘 

29      7 

○ 

エコー検査、 
マンモグラフィー検査 

乳腺のう胞 

念のため１年後に来
るようにいわれた。 

29     6 

血液検査（肝機能） 

AST32、ALT52、ｒ-GTP89 

29     12 

○ 

＜改訂後＞ ＜改訂前＞ 

１ 

２ 

16 



告知書改訂 

項目 改訂のポイント 

⑤ 
質問事項４の
再・精密検査
結果欄 

■再・精密検査結果「異常なし」と告知があっても、健康診断時の指摘内 
    容や検査の内容から、不問とできなかったケースがありました 
■指摘はあるが治療の必要がないものを「異常なし」と誤認（実態は経過 
    観察）して告知しているケースがありました 

⇒お客さまより理解を得やすいよう、また正しい告知ができるよ 
     う告知書改訂により課題解決を図りました。 

改訂理由 

17 



告知サポート資料の改訂 

＜告知書（一般用） 新帳票＞ 

   特に告知忘れが多い「白内障」に関する注意喚起文言を追加しました。 

＜告知書（限定告知医療用） 新帳票＞ 

  告知サポート資料右面の「告知忘れが多い事例」の「白内障」欄に 

  高齢者のお客さまへの注意喚起として 
「50歳以上のお客さまは特にご注意ください。」 
  の文言を追加しました。 
  ※ペーパーレス申込手続き画面も同様に注意喚起文言を追加します。 
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診査報状の改訂 

＜診査依頼書 新帳票＞ 

医師扱の「医的資料提出緩和」（Ｐ７参照）、帳票の不備削減・簡素化を目的とし、 
診査報状の一部を改訂しました。改訂内容は以下のとおりです。 

 
①一般診査欄に 
「質問事項第８項・第９項（介護一時金特約を付加している方）」 
を追加しました。 
⇒介護一時金特約を付加する場合、必ずこの欄に○をし、 
診査医に連携してください。 
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診査報状の改訂 

＜告知書（診査報状）  新帳票＞ 
＜改訂前＞ 

＜改訂後＞ 

＜改訂前＞ 

＜改訂後＞ 

質問事項８・９を削除しました。 
（②-１、②-２と重複していたため。） 

記入欄の赤字文言の位置を移動し、「医的資料提出要件の緩
和」より、以下の文言追加しました。 
※「高脂血症・脂質異常症」「高尿酸血症・痛風」「貧血」の場合、直近の測定値と測
定時期をご記入ください（「記入例参照」）。 

20 



改訂対象帳票 

   改訂帳票は以下のとおりです。 

＜新契約部帳票＞ 

21 

印刷物 
番号 

現行 
バージョン 
番号 

改訂後 
バージョン 
番号 

印刷物名称 備考 

800378 0601 0700 告知書（こども保険専用） 

●即日使用可能。 
（告知日が2018年2月26日以降～使用可能。） 
●旧帳票使用期限：2018年4月1日 
※旧帳票の使用期限を超過して使用した場合
でも不備とはしませんが、旧告知書記載内容に
応じた医務査定を行います。   

801036 0601 0700 告知書（長期傷害保険専用） 

801368 0601 0700 告知詳細記入欄【別紙】 

801869 0600 0700 告知事項確認書（医師扱） 

802188 1000 1100 引受のめやす 

802362 0401 0500 告知書（家族同時告知用）【契約内容変更用】 

802482 0402 0500 告知書（がん保険専用） 

870319 0700 0800 診査報状 

870322 0600 0700 診査手控 

870606 0800 0900 告知書（一般用） 

890486 0102 0200 告知書（払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険専用） 



改訂対象帳票 
＜契約サービス部帳票  （復活申込書兼告知書）＞ 
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印刷物 
番号 

現行 
バージョン 
番号 

改訂後 
バージョン 
番号 

印刷物名称 備考 

801764 1100 1200 復活申込書兼告知書（一般用） 

●即日使用可能。 
（復活告知日が2018年2月26日以降～使用
可能。） 
●旧帳票使用期限：2018年4月1日 
※旧帳票の使用期限を超過して使用した
場合でも不備とはしませんが、旧告知書記
載内容に応じた医務査定を行います。   
 
 

801766 0900 1000 復活申込書兼告知書（長期傷害保険用） 

801768 0900 1000 復活申込書兼告知書（こども保険用） 

801767 1100 1200 復活申込書兼告知書（限定告知型医療保険用） 

890498 0300 0400 
復活申込書兼告知書（払込期間中無解約返戻金限定告知
医療保険用） 

802917 0500 0600 復活請求書兼告知書（旧日本興亜生命専用） 



査定標準改定に伴うペーパーレス申込手続きの修正 

項目 内容 該当ページ 

１ 
告知書改訂に伴う文言
修正および入力項目の
変更 

・告知書の改訂に伴い、告知第１項、第２項および第
４項の選択の際に表示される各項の説明について、帳
票に合わせて文言の修正を行います。 

・４項の詳細告知変更に伴い、詳細告知の入力項目を
変更します。 

２４・２５ 

2 
健康診断検査項目の追
加および検査結果欄修
正 

・４項指摘項目の際に血液検査から「白血球」を選択
できるようにします。 

・血液検査＞肝機能を選択した際に表示される検査結
果の入力画面から「総ビリルビン」を削除します。 

・検査方法＞細胞診を選択した際の検査結果入力を不
要とします。 

２６・２７ 

３ 
自動査定可能な傷病の
追加 

傷病の告知頻度および査定標準改定に伴い「睡眠時無呼
吸症候群」や「切迫早産」などの疾患を自動査定対象傷病
に追加します。 

２８ 

４ ０歳児自動査定追加 
これまで自動査定対象外としていた０歳児についても
自動査定対象とします。 ― 

■査定標準改定や告知書改訂に伴い、ペーパーレス申込手続きの「４．健康状態に関
する告知」ブロックについて下表のとおり修正を行います。※対象は限定告知医療以外 
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■告知書改訂に伴い下記赤枠内の文言を変更します。 
       ※画像は変更後のものです。 

１．告知書改訂に伴う文言修正および入力項目の変更 

＜１＞告知第１項 

＜３＞告知第４項 

＜２＞告知第２項→「７日間以上」とは？ 

文言変更 

文言変更 

文言変更 

24 



１．告知書改訂に伴う文言修正および入力項目の変更 

■告知書改訂に伴い赤枠内の質問内容および回答（選択肢）を変更します。 

＜改訂前＞ 

質問内容および選択
肢を変更します。 

これまで選択肢となっていたも
のについて「再検査の具体的な
指示」として直接指示内容を入
力頂く形式とします。 

＜改訂後＞ 

任意入力項目であった受診機
関名の項目を削除します。 
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①健康診断・人間ドックの項目一覧内の血液検
査を選択した際に表示される項目に「白血球」を
追加します。 

②健康診断・人間ドックの項目で血液検査→肝

機能を選択した際に表示される検査結果から
「総ビリルビン」を削除します。 

２．健康診断検査項目の追加および検査結果欄修正 

「白血球」を追加 

総ビリルビン削除 
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２．健康診断検査項目の追加および検査結果欄修正 

③査定標準改定に伴い、細胞診については検査
結果の入力は不要となるため、検査結果入力欄を
非活性とします。 

非活性のため、検査結果入力
は不要。 

非活性のため、検査結果入力
は不要。 
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３．自動査定対象疾患の追加 

子宮頸管ポリープ 弱視 鉗子分娩 

溶血性貧血 耳漏 吸引分娩 

再生不良性貧血 睡眠時無呼吸症候群 産褥熱 

悪性貧血 ピロリ菌（ピロリ菌除去） 肩こり 

脳出血 前立腺炎 習慣性脱臼 

くも膜下出血 切迫早産 胸部打撲 

硬膜下出血 切迫流産 腹部打撲 

■下表の疾患について新たに自動査定対象疾患として追加します。 
※既に自動査定の対象となっている疾患と同様に告知内容によっては、 
     査定結果を提示できない場合があります。 
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